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＜岡山北商工会共催講座＞ 

 

消費者ニーズが多様化し、インターネットや携帯電話等の飛躍的 

 な普及により、様々なモノやサービスが便利で手軽に手に入る時代 

になってきました。 

しかし、それに伴って増えているのが売る側と買う側の間に発生 

する『契約トラブル』です。 

今回の講座では、契約の基礎的な知識や契約書の記入方法の紹介、 

契約トラブルを未然に防ぐための契約基礎知識を学んで頂けます。 
 

  

契約書に対する知識を身に付けて消費者力を高めましょう！ 
 

 

日  時  平成２５年１月１６日（水） 

１８：３０ ～ ２０：３０ 
 

  場  所  岡山北商工会 津高支所 
（岡山市北区吉宗 676-1） 

 

  講座内容  ・『契約』とは何か？ 

        ・契約書作成の意義について 

        ・契約トラブルについて 

        ・的確な契約書作成の“ツボ”解説 

        ・契約書の事例説明 他 

 

定  員  先着 ４０名 
     （定員を超えご参加頂けない方にのみご連絡いたします） 

 

お問合せ先/ NＰＯ法人消費者ネットおかやま 

TEL  086-230-1316  FAX  086—230-1317  
     E ﾒｰﾙ    shounet@okayama.coop 

         ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://okayama-con.net/（HP 内に申込みフォームあり） 

 

 

この講座はＮＰＯ法人消費者ネットおかやまが「消費者被害未然防止事業」として県より受託しています 

講 師 紹 介 
 

 
 

河本 泰政 弁護士 
 

岡山弁護士会所属 
こうもと法律事務所 所長 


